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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
臨
時
の
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
場
合
等
の
適
用
除
外
）

（
臨
時
の
粉
じ
ん
作
業
を
行
う
場
合
等
の
適
用
除
外
）

第
七
条

第
四
条
及
び
前
三
条
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
七
条

第
四
条
及
び
前
三
条
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
で
あ
つ
て
、
事
業
者
が
、
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働

る
場
合
で
あ
つ
て
、
事
業
者
が
、
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働

者
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
（
別
表
第
三
第
一
号
の
二
又
は
第
二
号

者
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
（
別
表
第
三
第
一
号
の
二
又
は
第
二
号

の
二
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電

の
二
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用

動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き

保
護
具
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
さ
せ
た
と
き
（

呼
吸
用
保
護
具
で
あ
つ
て
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
さ
せ
た
と
き
（
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
の
一

は
、
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用

部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
粉
じ
ん
作
業

保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護

に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ

具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
た
と
き
）
は
、
適
用
し
な
い
。

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る

旨
を
周
知
さ
せ
た
と
き
）
は
、
適
用
し
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

２

第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
つ
て
、
事
業
者
が
、
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対

場
合
で
あ
つ
て
、
事
業
者
が
、
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対

し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
（
別
表
第
三
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
作
業
を
行

し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
（
別
表
第
三
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
作
業
を
行

う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保

う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
に
限
る
。
以
下
こ

護
具
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
で
あ
つ
て

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
さ
せ
た
と
き
（
当
該
粉
じ
ん
作
業
の
一
部

防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事

使
用
さ
せ
た
と
き
（
当
該
粉
じ
ん
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る

す
る
労
働
者
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
粉
じ
ん
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
有
効

請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周

な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼

知
さ
せ
た
と
き
）
は
、
適
用
し
な
い
。

吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
た
と
き
）
は
、
適
用

し
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
呼
吸
用
保
護
具
の
使
用
）

（
呼
吸
用
保
護
具
の
使
用
）
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第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
別
表
第
三
第
一
号
の
二
、
第
二
号
の
二
又
は
第
三
号
の
二
に

３

事
業
者
は
、
別
表
第
三
第
一
号
の
二
、
第
二
号
の
二
又
は
第
三
号
の
二
に

掲
げ
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
（
第
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第

掲
げ
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
（
第
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第

二
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の

二
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
作
業
場
に
つ
い
て
の
第
六
条
の
三
及
び
第
六

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
作
業
場
に
つ
い
て
の
第
六
条
の
三
及
び
第
六

条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
（
第
六
条
の
三
第
二
項
た
だ
し

条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
（
第
六
条
の
三
第
二
項
た
だ
し

書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
鉱
物
等
中
の
遊
離
け
い
酸
の
含
有
率
を
含
む
。

書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
鉱
物
等
中
の
遊
離
け
い
酸
の
含
有
率
を
含
む
。

）
に
応
じ
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
有
効
な
防
じ
ん
機
能
を
有

）
に
応
じ
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
有
効
な
電
動
フ
ァ
ン
付
き

す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ

呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
で
あ
つ
て
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の
を
使
用
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
（
第

４

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
（
第

七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ

七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ

て
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
測
定
の

て
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
測
定
の

結
果
に
応
じ
て
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
電

結
果
に
応
じ
て
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用

動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
又
は
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き

保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

呼
吸
用
保
護
具
で
あ
つ
て
防
じ
ん
機
能
を
有
す
る
も
の
を
使
用
す
る
必
要
が

あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）




